
(57)【要約】

　【課題】主局14および従局15をそれぞれ無線伝送によ

って通信し、主局14に対して直接通信不可能な場所にも

従局15を設置できてその従局15も主局14とが通信できる

負荷制御システムを提供する。

　【解決手段】主局14および従局15はそれぞれ無線伝送

によって通信する。従局15は、主局14およびこの主局14

に対して通信可能な従局15のいずれかの通信可能な上位

の局と通信するとともに、上位の局とこの上位の局に対

して通信不可能な下位の従局15との通信を中継する。従

局15が中継局としても機能するため、主局14に対して直

接通信不可能な場所にも従局15を設置できてその従局15

と主局14とが通信できる。

　【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 無 線 伝 送 に よ っ て 通 信 し 、 負 荷 の 制 御 を 指 令 す る 主 局 と ；
　 無 線 伝 送 に よ っ て 通 信 し 、 主 局 か ら の 指 令 で 負 荷 を 制 御 す る 複 数 の 従 局 と ； を 具 備 し 、
　 従 局 は 、 主 局 お よ び こ の 主 局 に 対 し て 通 信 可 能 な 従 局 の い ず れ か の 通 信 可 能 な 上 位 の 局
と 通 信 す る と と も に 、 上 位 の 局 と こ の 上 位 の 局 に 対 し て 通 信 不 可 能 な 下 位 の 従 局 と の 通 信
を 中 継 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 負 荷 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 無 線 伝 送 に よ っ て 通 信 し 、 負 荷 の 制 御 を 指 令 す る と と も に 負 荷 の 制 御 判 断 に 用 い る 検 知
部 か ら の 検 知 情 報 を 取 得 す る 主 局 と ；
　 無 線 伝 送 に よ っ て 通 信 し 、 主 局 か ら の 指 令 で 負 荷 を 制 御 す る 複 数 の 負 荷 用 の 従 局 と ；
　 無 線 伝 送 に よ っ て 通 信 し 、 検 知 部 か ら の 検 知 情 報 を 主 局 へ 伝 送 す る 検 知 部 用 の 従 局 と ；
を 具 備 し 、
　 各 従 局 は 、 主 局 お よ び こ の 主 局 に 対 し て 通 信 可 能 な 従 局 の い ず れ か の 通 信 可 能 な 上 位 の
局 と 通 信 す る と と も に 、 上 位 の 局 と こ の 上 位 の 局 に 対 し て 通 信 不 可 能 な 下 位 の 従 局 と の 通
信 を 中 継 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 負 荷 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 複 数 の 主 局 と 通 信 し 、 主 局 に 負 荷 の 制 御 を 指 令 す る 主 操 作 盤 を 具 備 し て い る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 主 局 と 従 局 と の 間 お よ び 上 位 の 従 局 と 下 位 の 従 局 と の 間 の 通 信 状 況 に 応 じ た 主 局 か ら 下
位 の 従 局 ま で の 通 信 可 能 な リ ン ク 情 報 を 取 得 す る リ ン ク 情 報 取 得 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ な い し ３ い ず れ か 一 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 リ ン ク 情 報 に 基 づ い て 通 信 対 象 の 従 局 に 対 す る 通 信 経 路 を 指 定 す る 通 信 経 路 指 定 手 段 を
有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 一 定 期 間 毎 に 各 従 局 と 通 信 し て 各 従 局 の 状 態 を 監 視 す る 監 視 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ な い し ５ い ず れ か 一 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 主 局 お よ び 従 局 は 、 天 井 裏 空 間 に 配 置 す る ア ン テ ナ を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
な い し ６ い ず れ か 一 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 少 な く と も 従 局 の ア ン テ ナ は 、 延 長 ケ ー ブ ル お よ び こ の 延 長 ケ ー ブ ル の 先 端 に 接 続 さ れ
た ア ン テ ナ 本 体 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 複 数 の 負 荷 を 遠 隔 制 御 す る 負 荷 制 御 シ ス テ ム に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 例 え ば 、 オ フ ィ ス ビ ル な ど で は 、 各 フ ロ ア や 各 エ リ ア に 設 置 さ れ る 照 明 装 置 を 遠
隔 制 御 す る 照 明 制 御 シ ス テ ム が 採 用 さ れ て い る 。 こ の 照 明 制 御 シ ス テ ム で は 、 集 中 制 御 す
る 主 局 に 対 し 伝 送 線 に よ っ て 通 信 可 能 と す る 複 数 の 従 局 を 有 線 接 続 し 、 主 局 か ら の 指 令 で
従 局 に 接 続 さ れ た 照 明 器 具 を 制 御 し て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 し か し 、 オ フ ィ ス ビ ル な ど の 内 装 工 事 時 に お い て 、 天 井 に は 、 空 調 機 器 や 空 調 用 の ダ ク
ト 、 そ の 他 の 天 井 構 造 物 な ど が 設 置 さ れ た 後 、 最 後 に 照 明 装 置 が 設 置 さ れ る 場 合 が 多 い 。
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そ の た め 、 ダ ク ト な ど が 障 害 と な っ て 伝 送 線 を 配 線 し に く く 、 施 工 が 煩 雑 に な る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 ま た 、 主 局 と 従 局 と を 無 線 伝 送 に よ っ て 通 信 す る よ う に し た 照 明 制 御 シ ス テ ム も あ る 。
こ の 照 明 制 御 シ ス テ ム で は 、 主 局 と 各 従 局 と が 一 対 一 の 関 係 で 直 接 通 信 す る 方 式 が 採 ら れ
て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 。 ） 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － １ ５ １ ７ ８ ０ 号 公 報 （ 第 ５ 頁 、 図 １ ）
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 上 述 の よ う に 、 主 局 と 従 局 と が 伝 送 線 を 用 い た 有 線 接 続 に よ っ て 通 信 す る 場 合 、 天 井 に
既 に 設 置 さ れ た ダ ク ト な ど の 障 害 の た め に 伝 送 線 が 配 線 し に く く 、 施 工 が 煩 雑 に な る 問 題
が あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 ま た 、 主 局 と 従 局 と が 無 線 伝 送 に よ っ て 通 信 す る 場 合 、 主 局 と 従 局 と が 一 対 一 の 関 係 で
直 接 通 信 す る た め 、 主 局 と 従 局 と の 間 に 電 波 を 遮 蔽 す る 障 害 物 な ど が あ っ て 直 接 通 信 で き
な い 場 所 や 、 主 局 か ら 距 離 が 離 れ て い て 直 接 通 信 で き な い 場 所 に は 従 局 を 設 置 で き な い 問
題 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 は 、 こ の よ う な 点 に 鑑 み な さ れ た も の で 、 主 局 お よ び 従 局 を そ れ ぞ れ 無 線 伝 送 に
よ っ て 通 信 可 能 と し 、 主 局 に 対 し て 直 接 通 信 不 可 能 な 場 所 に も 従 局 を 設 置 で き て そ の 従 局
も 主 局 と 通 信 で き る 負 荷 制 御 シ ス テ ム を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム は 、 無 線 伝 送 に よ っ て 通 信 し 、 負 荷 の 制 御 を 指 令 す る
主 局 と ； 無 線 伝 送 に よ っ て 通 信 し 、 主 局 か ら の 指 令 で 負 荷 を 制 御 す る 複 数 の 従 局 と ； を 具
備 し 、 従 局 は 、 主 局 お よ び こ の 主 局 に 対 し て 通 信 可 能 な 従 局 の い ず れ か の 通 信 可 能 な 上 位
の 局 と 通 信 す る と と も に 、 上 位 の 局 と こ の 上 位 の 局 に 対 し て 通 信 不 可 能 な 下 位 の 従 局 と の
通 信 を 中 継 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 そ し て 、 こ の 構 成 で は 、 主 局 お よ び 従 局 が そ れ ぞ れ 無 線 伝 送 に よ っ て 通 信 す る た め 、 施
工 が 簡 略 化 さ れ 、 し か も 、 従 局 は 、 主 局 お よ び こ の 主 局 に 対 し て 通 信 可 能 な 従 局 の い ず れ
か の 通 信 可 能 な 上 位 の 局 と 通 信 す る と と も に 、 上 位 の 局 と こ の 上 位 の 局 に 対 し て 通 信 不 可
能 な 下 位 の 従 局 と の 通 信 を 中 継 す る た め 、 す な わ ち 、 従 局 が 中 継 局 と し て も 機 能 す る た め
、 主 局 に 対 し て 直 接 通 信 不 可 能 な 場 所 に も 従 局 を 設 置 し て そ の 従 局 も 主 局 と 通 信 可 能 に な
り 、 こ の 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 適 用 範 囲 が 拡 大 す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 請 求 項 ２ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム は 、 無 線 伝 送 に よ っ て 通 信 し 、 負 荷 の 制 御 を 指 令 す る
と と も に 負 荷 の 制 御 判 断 に 用 い る 検 知 部 か ら の 検 知 情 報 を 取 得 す る 主 局 と ； 無 線 伝 送 に よ
っ て 通 信 し 、 主 局 か ら の 指 令 で 負 荷 を 制 御 す る 複 数 の 負 荷 用 の 従 局 と ； 無 線 伝 送 に よ っ て
通 信 し 、 検 知 部 か ら の 検 知 情 報 を 主 局 へ 伝 送 す る 検 知 部 用 の 従 局 と ； を 具 備 し 、 各 従 局 は
、 主 局 お よ び こ の 主 局 に 対 し て 通 信 可 能 な 従 局 の い ず れ か の 通 信 可 能 な 上 位 の 局 と 通 信 す
る と と も に 、 上 位 の 局 と こ の 上 位 の 局 に 対 し て 通 信 不 可 能 な 下 位 の 従 局 と の 通 信 を 中 継 す
る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 そ し て 、 こ の 構 成 で は 、 主 局 と 負 荷 用 お よ び 検 知 部 用 の 従 局 と が そ れ ぞ れ 無 線 伝 送 に よ
っ て 通 信 す る た め 、 施 工 を 簡 略 化 で き 、 し か も 、 従 局 は 、 主 局 お よ び こ の 主 局 に 対 し て 通
信 可 能 な 従 局 の い ず れ か の 通 信 可 能 な 上 位 の 局 と 通 信 す る と と も に 、 上 位 の 局 と こ の 上 位
の 局 に 対 し て 通 信 不 可 能 な 下 位 の 従 局 と の 通 信 を 中 継 す る た め 、 す な わ ち 、 従 局 が 中 継 局
と し て も 機 能 す る た め 、 主 局 に 対 し て 直 接 通 信 不 可 能 な 場 所 に も 従 局 を 設 置 し て そ の 従 局
も 主 局 と 通 信 可 能 に な り 、 こ の 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 適 用 範 囲 が 拡 大 す る 。
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【 ０ ０ １ ２ 】
　 請 求 項 ３ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム は 、 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム に お い
て 、 複 数 の 主 局 と 通 信 し 、 主 局 に 負 荷 の 制 御 を 指 令 す る 主 操 作 盤 を 具 備 し て い る も の で あ
る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 そ し て 、 こ の 構 成 で は 、 主 操 作 盤 に よ っ て 、 複 数 の 主 局 と 通 信 し 、 複 数 の 負 荷 を 集 中 制
御 す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 請 求 項 ４ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム は 、 請 求 項 １ な い し ３ い ず れ か 一 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス
テ ム に お い て 、 主 局 と 従 局 と の 間 お よ び 上 位 の 従 局 と 下 位 の 従 局 と の 間 の 通 信 状 況 に 応 じ
た 主 局 か ら 下 位 の 従 局 ま で の 通 信 可 能 な リ ン ク 情 報 を 取 得 す る リ ン ク 情 報 取 得 手 段 を 有 す
る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 そ し て 、 こ の 構 成 で は 、 リ ン ク 情 報 取 得 手 段 に よ っ て 、 主 局 と 従 局 と の 間 お よ び 上 位 の
従 局 と 下 位 の 従 局 と の 間 の 通 信 状 況 に 応 じ た 主 局 か ら 下 位 の 従 局 ま で の 通 信 可 能 な リ ン ク
情 報 を 取 得 し 、 主 局 と 各 従 局 と の 通 信 経 路 を 把 握 す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 請 求 項 ５ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム は 、 請 求 項 ４ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム に お い て 、 リ ン
ク 情 報 に 基 づ い て 通 信 対 象 の 従 局 に 対 す る 通 信 経 路 を 指 定 す る 通 信 経 路 指 定 手 段 を 有 す る
も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 そ し て 、 こ の 構 成 で は 、 通 信 経 路 指 定 手 段 に よ っ て 、 リ ン ク 情 報 に 基 づ い て 通 信 対 象 の
従 局 に 対 す る 通 信 経 路 を 指 定 し 、 通 信 対 象 の 従 局 に 適 切 に 指 令 を 与 え る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 請 求 項 ６ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム は 、 請 求 項 １ な い し ５ い ず れ か 一 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス
テ ム に お い て 、 一 定 期 間 毎 に 各 従 局 と 通 信 し て 各 従 局 の 状 態 を 監 視 す る 監 視 手 段 を 有 す る
も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 そ し て 、 こ の 構 成 で は 、 監 視 手 段 に よ っ て 、 一 定 期 間 毎 に 各 従 局 と 通 信 し て 各 従 局 の 状
態 を 監 視 し 、 通 信 状 態 や 従 局 な ど の 異 常 な ど を 検 知 す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 請 求 項 ７ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム は 、 請 求 項 １ な い し ６ い ず れ か 一 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス
テ ム に お い て 、 主 局 お よ び 従 局 は 、 天 井 裏 空 間 に 配 置 す る ア ン テ ナ を 有 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 そ し て 、 こ の 構 成 で は 、 主 局 お よ び 従 局 の ア ン テ ナ を 天 井 裏 空 間 に 配 置 し 、 天 井 裏 空 間
を 利 用 し て 無 線 伝 送 通 信 を 実 施 す る た め 、 室 内 に 比 べ て 無 線 伝 送 通 信 の 性 能 を 向 上 で き る
場 合 が 多 く 、 室 内 か ら の 他 の 電 波 の 影 響 が 少 な く な り 、 安 定 し た 無 線 伝 送 通 信 が 可 能 と な
る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 請 求 項 ８ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム は 、 請 求 項 ７ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム に お い て 、 少 な
く と も 従 局 の ア ン テ ナ は 、 延 長 ケ ー ブ ル お よ び こ の 延 長 ケ ー ブ ル の 先 端 に 接 続 さ れ た ア ン
テ ナ 本 体 を 有 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 そ し て 、 こ の 構 成 で は 、 天 井 裏 空 間 に 無 線 伝 送 通 信 の 障 害 と な る 障 害 物 や 従 局 側 へ の ア
ン テ ナ の 直 接 設 置 が 困 難 な 障 害 物 が あ る 場 合 で も 、 延 長 ケ ー ブ ル を 介 し て ア ン テ ナ 本 体 を
電 波 状 況 の よ い 場 所 や 障 害 物 を 回 避 で き る 場 所 に 設 置 可 能 と な る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム に よ れ ば 、 主 局 お よ び 従 局 が そ れ ぞ れ 無 線 伝 送 に よ っ
て 通 信 す る た め 、 施 工 を 簡 略 化 で き 、 し か も 、 従 局 は 、 主 局 お よ び こ の 主 局 に 対 し て 通 信
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可 能 な 従 局 の い ず れ か の 通 信 可 能 な 上 位 の 局 と 通 信 す る と と も に 、 上 位 の 局 と こ の 上 位 の
局 に 対 し て 通 信 不 可 能 な 下 位 の 従 局 と の 通 信 を 中 継 す る た め 、 す な わ ち 、 従 局 が 中 継 局 と
し て も 機 能 す る た め 、 主 局 に 対 し て 直 接 通 信 不 可 能 な 場 所 に も 従 局 を 設 置 で き て そ の 従 局
も 主 局 と 通 信 で き 、 こ の 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 適 用 範 囲 を 拡 大 で き る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 請 求 項 ２ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム に よ れ ば 、 主 局 と 負 荷 用 お よ び 検 知 部 用 の 従 局 と が そ
れ ぞ れ 無 線 伝 送 に よ っ て 通 信 す る た め 、 施 工 を 簡 略 化 で き 、 し か も 、 従 局 は 、 主 局 お よ び
こ の 主 局 に 対 し て 通 信 可 能 な 従 局 の い ず れ か の 通 信 可 能 な 上 位 の 局 と 通 信 す る と と も に 、
上 位 の 局 と こ の 上 位 の 局 に 対 し て 通 信 不 可 能 な 下 位 の 従 局 と の 通 信 を 中 継 す る た め 、 す な
わ ち 、 従 局 が 中 継 局 と し て も 機 能 す る た め 、 主 局 に 対 し て 直 接 通 信 不 可 能 な 場 所 に も 従 局
を 設 置 で き て そ の 従 局 も 主 局 と 通 信 で き 、 こ の 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 適 用 範 囲 を 拡 大 で き る
。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 請 求 項 ３ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム に よ れ ば 、 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム
の 効 果 に 加 え て 、 主 操 作 盤 に よ っ て 、 複 数 の 主 局 と 通 信 す る た め 、 複 数 の 負 荷 を 集 中 制 御
で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 請 求 項 ４ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム に よ れ ば 、 請 求 項 １ な い し ３ い ず れ か 一 記 載 の 負 荷 制
御 シ ス テ ム の 効 果 に 加 え て 、 リ ン ク 情 報 取 得 手 段 に よ っ て 、 主 局 と 従 局 と の 間 お よ び 上 位
の 従 局 と 下 位 の 従 局 と の 間 の 通 信 状 況 に 応 じ た 主 局 か ら 下 位 の 従 局 ま で の 通 信 可 能 な リ ン
ク 情 報 を 取 得 で き 、 主 局 と 各 従 局 と の 通 信 経 路 を 把 握 で き る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 請 求 項 ５ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム に よ れ ば 、 請 求 項 ４ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 効 果 に
加 え て 、 通 信 経 路 指 定 手 段 に よ っ て 、 リ ン ク 情 報 に 基 づ い て 通 信 対 象 の 従 局 に 対 す る 通 信
経 路 を 指 定 で き 、 通 信 対 象 の 従 局 に 適 切 に 指 令 を 与 え る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 請 求 項 ６ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム に よ れ ば 、 請 求 項 １ な い し ５ い ず れ か 一 記 載 の 負 荷 制
御 シ ス テ ム の 効 果 に 加 え て 、 監 視 手 段 に よ っ て 、 一 定 期 間 毎 に 各 従 局 と 通 信 し て 各 従 局 の
状 態 を 監 視 で き 、 通 信 状 態 や 従 局 な ど の 異 常 な ど を 検 知 で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 請 求 項 ７ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム に よ れ ば 、 請 求 項 １ な い し ６ い ず れ か 一 記 載 の 負 荷 制
御 シ ス テ ム の 効 果 に 加 え て 、 主 局 お よ び 従 局 の ア ン テ ナ を 天 井 裏 空 間 に 配 置 し 、 天 井 裏 空
間 を 利 用 し て 無 線 伝 送 通 信 を 実 施 す る た め 、 室 内 に 比 べ て 無 線 伝 送 通 信 の 性 能 を 向 上 で き
る 場 合 が 多 く 、 室 内 か ら の 他 の 電 波 の 影 響 が 少 な く な り 、 安 定 し た 無 線 伝 送 通 信 が で き る
。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 請 求 項 ８ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム に よ れ ば 、 請 求 項 ７ 記 載 の 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 効 果 に
加 え て 、 天 井 裏 空 間 に 無 線 伝 送 通 信 の 障 害 と な る 障 害 物 や 従 局 側 へ の ア ン テ ナ の 直 接 設 置
が 困 難 な 障 害 物 が あ る 場 合 で も 、 延 長 ケ ー ブ ル を 介 し て ア ン テ ナ 本 体 を 電 波 状 況 の よ い 場
所 や 障 害 物 を 回 避 で き る 場 所 に 設 置 で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 を 図 面 を 参 照 し て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 図 １ は 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 主 局 と 従 局 と の リ ン ク 接 続 関 係 を 説 明 す る 構 成 図 、 図 ２ は 負
荷 制 御 シ ス テ ム の 全 体 構 成 の 構 成 図 、 図 ３ は 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 主 局 の ブ ロ ッ ク 図 、 図 ４
は 荷 制 御 シ ス テ ム の 従 局 の ブ ロ ッ ク 図 、 図 ５ は 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 主 操 作 盤 の 初 期 動 作 の
フ ロ ー チ ャ ー ト 、 図 ６ は 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 主 局 の 初 期 動 作 の フ ロ ー チ ャ ー ト 、 図 ７ は 負
荷 制 御 シ ス テ ム の リ ン ク 構 築 の フ ロ ー チ ャ ー ト 、 図 ８ は 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 設 置 状 態 の 説
明 図 、 図 ９ は 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 照 明 装 置 を 示 し 、 (a)は 側 面 図 、 (b)は 下 面 側 か ら 視 た 配
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置 構 成 の 説 明 図 、 図 １ ０ は 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 照 明 装 置 の 設 置 状 態 を 示 し 、 (a)は 通 常 の
場 合 の 側 面 図 、 (b)は 障 害 物 が あ る 場 合 の 側 面 図 、 図 １ １ は 負 荷 制 御 シ ス テ ム の セ ン サ 装
置 を 示 し 、 (a)は 側 面 図 、 (b)は 下 面 側 か ら 視 た 配 置 構 成 の 説 明 図 、 図 １ ２ は 負 荷 制 御 シ ス
テ ム の セ ン サ 装 置 の 設 置 状 態 を 示 し 、 (a)は 通 常 の 場 合 の 側 面 図 、 (b)は 障 害 物 が あ る 場 合
の 側 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 図 ２ に 示 す よ う に 、 負 荷 制 御 シ ス テ ム 11は 、 例 え ば 、 オ フ ィ ス ビ ル な ど の 各 フ ロ ア や 各
エ リ ア に 複 数 設 置 さ れ る 端 末 機 器 で あ っ て 負 荷 と し て の 照 明 装 置 12aや 検 知 部 と し て の セ
ン サ 装 置 12bな ど を 集 中 制 御 す る も の で 、 主 操 作 盤 13を 有 し 、 こ の 主 操 作 盤 13に 有 線 の Ｌ
Ａ Ｎ （ ネ ッ ト ワ ー ク ） 接 続 に よ っ て 通 信 可 能 と す る 複 数 の 主 局 14が 接 続 さ れ て い る 。 ま た
、 オ フ ィ ス ビ ル な ど の 各 フ ロ ア や 各 エ リ ア に 、 照 明 装 置 12aの 点 灯 、 消 灯 、 お よ び 調 光 状
態 な ど を 制 御 す る 複 数 の 負 荷 用 （ 照 明 装 置 用 ） の 従 局 15が 設 置 さ れ て い る と と も に 、 照 明
装 置 12aの 制 御 判 断 に 用 い る た め の セ ン サ 装 置 12bで 検 知 す る 検 知 情 報 を 主 局 14に 伝 送 す る
複 数 の 検 知 部 用 の 従 局 15が 設 置 さ れ て い る 。 こ れ ら 主 局 14と 従 局 15、 従 局 15と 従 局 15と は
そ れ ぞ れ 無 線 伝 送 方 式 に よ っ て 通 信 可 能 と し て い る 。 な お 、 セ ン サ 装 置 12bに は 、 照 明 空
間 の 明 る さ で あ る 光 強 度 を 検 知 す る 光 セ ン サ 、 照 明 空 間 の 赤 外 線 強 度 に よ っ て 人 体 の 存 在
を 検 知 す る 人 体 検 知 セ ン サ な ど が 含 ま れ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 図 ３ に 示 す よ う に 、 主 局 14は 、 無 線 ユ ニ ッ ト 20を 有 し 、 こ の 無 線 ユ ニ ッ ト 20の 主 局 制 御
部 21に 、 Ｌ Ａ Ｎ 接 続 さ れ る Ｌ Ａ Ｎ 伝 送 部 22、 リ ン ク 情 報 を 含 む デ ー タ を 登 録 す る デ ー タ ベ
ー ス 23、 お よ び 無 線 伝 送 を 制 御 す る 無 線 制 御 部 24が 接 続 さ れ て い る 。 無 線 制 御 部 24は 、 出
力 す る 伝 送 デ ー タ を 無 線 伝 送 用 送 受 信 部 （ Ｒ Ｆ 部 ） 25か ら ア ン テ ナ 26を 通 じ て 送 信 し 、 ア
ン テ ナ 26を 通 じ て 無 線 伝 送 用 送 受 信 部 25に 受 信 す る 伝 送 デ ー タ を 入 力 す る 。 各 主 局 14に は
、 そ れ ぞ れ 固 有 の ア ド レ ス が 設 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 図 ４ に 示 す よ う に 、 従 局 15は 、 無 線 ユ ニ ッ ト 30を 有 し 、 こ の 無 線 ユ ニ ッ ト 30の 従 局 制 御
部 31に 、 照 明 装 置 12aま た は セ ン サ 装 置 12bが 接 続 さ れ る 端 末 機 器 制 御 部 32、 お よ び 無 線 伝
送 を 制 御 す る 無 線 制 御 部 33が 接 続 さ れ て い る 。 端 末 機 器 制 御 部 32は 、 従 局 制 御 部 31か ら の
デ ジ タ ル 信 号 を 照 明 器 具 12aへ の 調 光 信 号 に 変 換 し た り 、 セ ン サ 装 置 12bか ら の 検 知 信 号 を
従 局 制 御 部 31へ の デ ジ タ ル 信 号 に 変 換 す る 信 号 変 換 部 の 機 能 を 有 し て い る 。 無 線 制 御 部 33
は 、 出 力 す る 伝 送 デ ー タ を 無 線 伝 送 用 送 受 信 部 （ Ｒ Ｆ 部 ） 34か ら ア ン テ ナ 35を 通 じ て 送 信
し 、 ア ン テ ナ 35を 通 じ て 無 線 伝 送 用 送 受 信 部 34に 受 信 す る 伝 送 デ ー タ を 入 力 す る 。 各 従 局
15に は 、 そ れ ぞ れ 固 有 の ア ド レ ス が 設 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 こ の 従 局 15の 従 局 制 御 部 31は 、 無 線 制 御 部 33を 制 御 し て 主 局 14お よ び こ の 主 局 14に 対 し
て 通 信 可 能 な 従 局 15の い ず れ か の 通 信 可 能 な 上 位 の 局 と 通 信 す る 従 局 通 信 手 段 36の 機 能 、
上 位 の 局 と こ の 上 位 の 局 に 対 し て 通 信 不 可 能 な 下 位 の 従 局 15と の 通 信 を 中 継 す る 中 継 手 段
37の 機 能 を 有 し て い る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 ま た 、 主 局 14の 主 局 制 御 部 21は 、 無 線 制 御 部 24を 制 御 し て 従 局 15と 通 信 す る 主 局 通 信 手
段 41の 機 能 、 主 局 14と 従 局 15と の 間 お よ び 上 位 の 従 局 15と 下 位 の 従 局 15と の 間 の 通 信 状 況
に 応 じ た 主 局 14か ら 下 位 の 従 局 15ま で の 通 信 可 能 な リ ン ク 情 報 を 取 得 す る リ ン ク 情 報 取 得
手 段 42の 機 能 、 リ ン ク 情 報 に 基 づ い て 通 信 対 象 の 従 局 15に 対 す る 通 信 経 路 を 指 定 す る 通 信
経 路 指 定 手 段 43の 機 能 、 一 定 期 間 毎 に 各 従 局 15と 通 信 し て 各 従 局 15の 状 態 を 監 視 す る 監 視
手 段 44の 機 能 を 有 し て い る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 な お 、 主 操 作 盤 13は 、 Ｌ Ａ Ｎ 接 続 さ れ る Ｌ Ａ Ｎ 伝 送 部 、 リ ン ク 情 報 な ど を 含 む デ ー タ を
登 録 す る デ ー タ ベ ー ス を 有 し て い る 。 さ ら に 、 主 操 作 盤 13は 、 主 局 14と 同 様 に 、 主 局 14と
従 局 15と の 間 お よ び 上 位 の 従 局 15と 下 位 の 従 局 15と の 間 の 通 信 状 況 に 応 じ た 主 局 14か ら 下
位 の 従 局 15ま で の 通 信 可 能 な リ ン ク 情 報 を 取 得 す る リ ン ク 情 報 取 得 手 段 の 機 能 、 リ ン ク 情
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報 に 基 づ い て 通 信 対 象 の 従 局 15に 対 す る 通 信 経 路 を 指 定 す る 通 信 経 路 指 定 手 段 の 機 能 、 一
定 期 間 毎 に 各 従 局 15と 通 信 し て 各 従 局 15の 状 態 を 監 視 す る 監 視 手 段 の 機 能 を 有 し て い る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 次 に 、 負 荷 制 御 シ ス テ ム 11の 起 動 時 の 初 期 動 作 に つ い て 、 図 ５ お よ び 図 ６ を 参 照 し て 説
明 す る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 負 荷 制 御 シ ス テ ム 11で は 、 主 操 作 盤 13が 主 局 14に 接 続 さ れ て い る 場 合 と 接 続 さ れ て い な
い 場 合 と が あ り 、 主 操 作 盤 13が 主 局 14に 接 続 さ れ て い る 場 合 に は 主 操 作 盤 13が シ ス テ ム 制
御 を 行 い 、 主 操 作 盤 13が 主 局 14に 接 続 さ れ て い な い 場 合 に は 主 局 14が 主 操 作 盤 13に 代 行 し
て シ ス テ ム 制 御 を 行 う 。 そ の た め 、 主 操 作 盤 13お よ び 主 局 14も 上 述 し た 同 様 の 機 能 を 有 し
て い る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 図 ５ に 示 す よ う に 、 負 荷 制 御 シ ス テ ム 11の シ ス テ ム 起 動 時 、 主 操 作 盤 13の 電 源 投 入 に よ
り 、 リ ン ク 情 報 が 主 操 作 盤 13の デ ー タ ベ ー ス に 登 録 さ れ て い る か 確 認 し （ ス テ ッ プ １ ） 、
登 録 さ れ て い れ ば 通 常 動 作 に 移 る （ ス テ ッ プ ２ ） 。 登 録 さ れ て い な け れ ば 、 リ ン ク 情 報 を
取 得 し て リ ン ク 構 築 を 図 り （ ス テ ッ プ ３ ） 、 リ ン ク 情 報 を 主 操 作 盤 13の デ ー タ ベ ー ス に 登
録 す る （ ス テ ッ プ ４ ） 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 ま た 、 図 ６ に 示 す よ う に 、 シ ス テ ム 起 動 時 、 主 局 14の 電 源 投 入 に よ り 、 リ ン ク 情 報 が 主
局 14の デ ー タ ベ ー ス 23に 登 録 さ れ て い る か 確 認 し （ ス テ ッ プ 11） 、 登 録 さ れ て い れ ば 通 常
動 作 に 移 る （ ス テ ッ プ 12） 。 登 録 さ れ て い な け れ ば 、 主 操 作 盤 13の デ ー タ ベ ー ス に 登 録 さ
れ て い る か 確 認 し （ ス テ ッ プ 13） 、 登 録 さ れ て い れ ば Ｌ Ａ Ｎ 接 続 に よ る 通 信 に よ っ て リ ン
ク 情 報 を ダ ウ ン ロ ー ド し て デ ー タ ベ ー ス 23に 登 録 す る （ ス テ ッ プ 14， 15） 。 ま た 、 主 局 14
の デ ー タ ベ ー ス 23お よ び 主 操 作 盤 13の デ ー タ ベ ー ス と も 登 録 さ れ て い な い 場 合 、 お よ び 主
操 作 盤 13が 接 続 さ れ て い な い 場 合 に は 、 主 局 14で リ ン ク 情 報 を 取 得 し て リ ン ク 構 築 を 図 り
（ ス テ ッ プ 16） 、 リ ン ク 情 報 を 主 局 14の デ ー タ ベ ー ス 23に 登 録 す る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 次 に 、 主 操 作 盤 13ま た は 主 局 14の リ ン ク 情 報 取 得 手 段 42の 機 能 に よ っ て リ ン ク 情 報 を 取
得 し 、 リ ン ク 構 築 す る 方 法 に つ い て 、 図 １ お よ び 図 ７ を 参 照 し て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 ま ず 、 主 局 14か ら 直 接 通 信 用 す な わ ち 直 接 リ ン ク 用 の 周 波 数 の 電 波 で コ ー ル コ マ ン ド を
各 従 局 15の ア ド レ ス と と も に 順 番 に 送 信 し 、 応 答 の あ っ た 従 局 15を 直 接 リ ン ク 接 続 可 能 な
従 局 15と 認 識 し 、 主 操 作 盤 13の デ ー タ ベ ー ス ま た は 主 局 14の デ ー タ ベ ー ス 23に 登 録 す る （
ス テ ッ プ 21） 。 な お 、 リ ン ク 接 続 を 図 る 各 従 局 15の ア ド レ ス は 主 操 作 盤 13ま た は 主 局 14に
予 め 入 力 設 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 続 い て 、 直 接 リ ン ク 接 続 し た 各 従 局 15か ら １ 次 リ ン ク 用 の 周 波 数 の 電 波 で コ ー ル コ マ ン
ド を 残 り の 各 従 局 15の ア ド レ ス と と も に 順 番 に 送 信 し 、 応 答 の あ っ た 従 局 15を １ 次 リ ン ク
接 続 可 能 な 従 局 15と 認 識 し 、 主 操 作 盤 13の デ ー タ ベ ー ス ま た は 主 局 14の デ ー タ ベ ー ス 23に
登 録 す る （ ス テ ッ プ 22） 。 各 従 局 15か ら 送 信 す る １ 次 リ ン ク 用 の 周 波 数 は 各 従 局 15毎 に 異
な っ て い る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 続 い て 、 １ 次 リ ン ク 接 続 し た 各 従 局 15か ら ２ 次 リ ン ク 用 の 周 波 数 の 電 波 で コ ー ル コ マ ン
ド を 残 り の 各 従 局 15の ア ド レ ス と と も に 順 番 に 送 信 し 、 応 答 の あ っ た 従 局 15を ２ 次 リ ン ク
接 続 可 能 な 従 局 15と 認 識 し 、 主 操 作 盤 13の デ ー タ ベ ー ス ま た は 主 局 14の デ ー タ ベ ー ス 23に
登 録 す る （ ス テ ッ プ 23） 。 各 従 局 15か ら 送 信 す る ２ 次 リ ン ク 用 の 周 波 数 は 各 従 局 15毎 に 異
な っ て い る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 続 い て 、 取 得 さ れ た 直 接 リ ン ク 接 続 の 従 局 15、 １ 次 リ ン ク 接 続 の 従 局 15、 ２ 次 リ ン ク 接
続 の 従 局 15か ら 、 各 従 局 15で 通 信 分 担 が 均 等 と な る よ う に 、 最 適 な 通 信 経 路 つ ま り リ ン ク
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情 報 を 作 成 す る （ ス テ ッ プ 24） 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 な お 、 こ こ で は 、 ２ 次 リ ン ク 接 続 ま で の 例 を 説 明 す る が 、 さ ら に ３ 次 リ ン ク 接 続 、 ４ 次
リ ン ク 接 続 … … ｎ 次 リ ン ク 接 続 と い う よ う に リ ン ク 接 続 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 ま た 、 リ ン ク 接 続 が で き な っ た 従 局 15が あ っ た 場 合 （ ス テ ッ プ 25） 、 未 接 続 情 報 と し て
警 告 す る （ ス テ ッ プ 26） 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 こ の よ う に 、 リ ン ク 情 報 取 得 手 段 42の 機 能 に よ っ て 、 主 局 14と 従 局 15と の 間 お よ び 上 位
の 従 局 15と 下 位 の 従 局 15と の 間 の 通 信 状 況 に 応 じ た 主 局 14か ら 下 位 の 従 局 15ま で の 通 信 可
能 な リ ン ク 情 報 を 取 得 で き 、 主 局 14と 各 従 局 15と の 通 信 経 路 を 把 握 で き る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 そ し て 、 従 局 15の 照 明 装 置 12aを 制 御 す る と き に は 、 主 操 作 盤 13ま た は 主 局 14の 通 信 経
路 指 定 手 段 43の 機 能 に よ っ て 、 リ ン ク 情 報 に 基 づ き 通 信 対 象 の 従 局 15に 対 す る 通 信 経 路 を
指 定 す る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 直 接 リ ン ク 接 続 の 従 局 15の 照 明 装 置 12aを 制 御 す る と き に は 、 主 局 14か ら 直 接 リ ン ク 用
の 周 波 数 の 電 波 で 伝 送 デ ー タ （ 制 御 デ ー タ ） を 通 信 対 象 で あ る 直 接 リ ン ク 接 続 の 従 局 15の
ア ド レ ス と と も に 送 信 す る 。 該 当 す る ア ド レ ス の 直 接 リ ン ク 接 続 の 従 局 15で は 、 自 己 の ア
ド レ ス の 伝 送 デ ー タ を 受 信 し 、 照 明 装 置 12aを 制 御 す る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 １ 次 リ ン ク 接 続 の 従 局 15の 照 明 装 置 12aを 制 御 す る と き に は 、 通 信 対 象 で あ る １ 次 リ ン
ク 接 続 の 従 局 15へ の 通 信 経 路 に あ っ て 中 継 用 と し て 機 能 す る 直 接 リ ン ク 接 続 の 従 局 15に 対
し 、 主 局 14か ら 直 接 リ ン ク 用 の 周 波 数 の 電 波 で 伝 送 デ ー タ （ 制 御 デ ー タ ） お よ び 通 信 対 象
の ア ド レ ス 情 報 を 中 継 用 の 直 接 リ ン ク 接 続 の 従 局 15の ア ド レ ス と と も に 送 信 す る 。 該 当 す
る ア ド レ ス の 直 接 リ ン ク 接 続 の 従 局 15で は 、 自 己 の ア ド レ ス の 伝 送 デ ー タ を 受 信 し 、 こ の
直 接 リ ン ク 接 続 の 従 局 15か ら １ 次 リ ン ク 用 の 周 波 数 の 電 波 で 伝 送 デ ー タ （ 制 御 デ ー タ ） を
通 信 対 象 で あ る １ 次 リ ン ク 接 続 の 従 局 15の ア ド レ ス と と も に 送 信 す る 。 該 当 す る ア ド レ ス
の １ 次 リ ン ク 接 続 の 従 局 15で は 、 自 己 の ア ド レ ス の 伝 送 デ ー タ を 受 信 し 、 照 明 装 置 12aを
制 御 す る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 ２ 次 リ ン ク 接 続 の 従 局 15の 照 明 装 置 12aを 制 御 す る と き に は 、 通 信 対 象 で あ る ２ 次 リ ン
ク 接 続 の 従 局 15へ の 通 信 経 路 に あ っ て 中 継 用 と し て 機 能 す る 直 接 リ ン ク 接 続 の 従 局 15お よ
び １ 次 リ ン ク 接 続 の 従 局 15の う ち 、 直 接 リ ン ク 接 続 の 従 局 15に 対 し て 主 局 14か ら 直 接 リ ン
ク 用 の 周 波 数 の 電 波 で 伝 送 デ ー タ （ 制 御 デ ー タ ） お よ び 通 信 対 象 の ア ド レ ス 情 報 を 送 信 す
る 。 該 当 す る ア ド レ ス の 直 接 リ ン ク 接 続 の 従 局 15で は 、 自 己 の ア ド レ ス の 伝 送 デ ー タ を 受
信 し 、 こ の 直 接 リ ン ク 接 続 の 従 局 15か ら １ 次 リ ン ク 用 の 周 波 数 の 電 波 で 伝 送 デ ー タ （ 制 御
デ ー タ ） お よ び 通 信 対 象 の ア ド レ ス 情 報 を 中 継 用 の １ 次 リ ン ク 接 続 の 従 局 15の ア ド レ ス と
と も に 送 信 す る 。 該 当 す る ア ド レ ス の １ 次 リ ン ク 接 続 の 従 局 15で は 、 自 己 の ア ド レ ス の 伝
送 デ ー タ を 受 信 し 、 こ の １ 次 リ ン ク 接 続 の 従 局 15か ら ２ 次 リ ン ク 用 の 周 波 数 の 電 波 で 伝 送
デ ー タ （ 制 御 デ ー タ ） を 通 信 対 象 で あ る ２ 次 リ ン ク 接 続 の 従 局 15の ア ド レ ス と と も に 送 信
す る 。 該 当 す る ア ド レ ス の ２ 次 リ ン ク 接 続 の 従 局 15で は 、 自 己 の ア ド レ ス の 伝 送 デ ー タ を
受 信 し 、 照 明 装 置 12aを 制 御 す る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 こ の よ う に 、 通 信 経 路 指 定 手 段 43の 機 能 に よ っ て 、 リ ン ク 情 報 に 基 づ き 通 信 対 象 の 従 局
15に 対 す る 通 信 経 路 を 指 定 で き 、 通 信 対 象 の 従 局 15に 適 切 に 指 令 を 与 え る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 ま た 、 セ ン サ 装 置 12bで 検 知 し た 検 知 情 報 を 主 局 14に 伝 送 す る と き に は 、 上 述 し た 主 局 1
4か ら 照 明 装 置 12aの 従 局 15へ の 伝 送 に 対 し て 逆 の 伝 送 ル ー ト を 通 じ て 、 セ ン サ 装 置 12bの
従 局 15か ら 検 知 情 報 の 伝 送 デ ー タ を 主 局 14の ア ド レ ス と と も に 、 主 局 14に 直 接 伝 送 、 ま た
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は 上 位 の 従 局 15を 中 継 し て 主 局 14に 伝 送 す る 。 そ し て 、 該 当 す る ア ド レ ス の 主 局 14で は 、
自 己 の ア ド レ ス の 伝 送 デ ー タ を 受 信 し 、 受 信 し た 検 知 情 報 か ら 照 明 器 具 12aの 制 御 を 判 断
し 、 照 明 装 置 12aを 制 御 す る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 ま た 、 負 荷 制 御 シ ス テ ム 11の 稼 動 中 は 、 主 操 作 盤 13ま た は 主 局 14の 監 視 手 段 44の 機 能 に
よ っ て 、 例 え ば １ ０ 分 間 隔 な ど の 一 定 期 間 毎 に 各 従 局 15と 通 信 し て 各 従 局 15の 状 態 を 監 視
す る 。 そ の た め 、 各 従 局 15と の 通 信 状 態 や 、 従 局 15、 照 明 装 置 12a、 セ ン サ 装 置 12bな ど の
異 常 な ど を 検 知 で き る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 例 え ば 、 無 線 伝 送 の 障 害 物 の 設 置 な ど に よ っ て 通 信 状 況 が 悪 化 し 、 リ ン ク 接 続 で き な く
な っ た 従 局 15が 発 生 し た 場 合 に は 、 上 述 し た よ う に 再 度 リ ン ク 構 築 を 図 り 、 リ ン ク 接 続 で
き な く な っ た 従 局 15に 対 し て 他 の 主 局 14や 従 局 15か ら リ ン ク 接 続 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 こ の よ う に 、 負 荷 制 御 シ ス テ ム 11で は 、 主 局 14お よ び 従 局 15が そ れ ぞ れ 無 線 伝 送 に よ っ
て 通 信 す る た め 、 施 工 を 簡 略 化 で き る 。 し か も 、 従 局 15は 、 主 局 14お よ び こ の 主 局 14に 対
し て 通 信 可 能 な 従 局 15の い ず れ か の 通 信 可 能 な 上 位 の 局 と 通 信 す る と と も に 、 上 位 の 局 と
こ の 上 位 の 局 に 対 し て 通 信 不 可 能 な 下 位 の 従 局 15と の 通 信 を 中 継 す る た め 、 す な わ ち 、 従
局 15が 中 継 局 と し て も 機 能 す る た め 、 主 局 14に 対 し て 直 接 通 信 不 可 能 な 場 所 に も 従 局 15を
設 置 で き て そ の 従 局 15も 主 局 14と 通 信 で き 、 こ の 負 荷 制 御 シ ス テ ム 11の 適 用 範 囲 を 拡 大 で
き る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 次 に 、 図 ８ に 負 荷 制 御 シ ス テ ム 11の 設 置 状 態 を 示 し 、 51は 天 井 板 で あ り 、 こ の 天 井 板 51
の 上 方 の 天 井 裏 空 間 52に 主 局 14が 設 置 さ れ 、 天 井 板 51に 形 成 さ れ た 埋 込 孔 53に 照 明 装 置 12
aや セ ン サ 装 置 12bが 埋 め 込 み 設 置 さ れ て い る 。 そ し て 、 主 局 14の ア ン テ ナ 26、 照 明 装 置 12
aや セ ン サ 装 置 12bの 従 局 15の ア ン テ ナ 35が 天 井 裏 空 間 52に 配 置 さ れ て お り 、 天 井 裏 空 間 52
を 利 用 し て 無 線 伝 送 通 信 を 実 施 す る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 こ の よ う に 、 天 井 裏 空 間 52を 利 用 し て 無 線 伝 送 通 信 を 実 施 す る こ と に よ り 、 例 え ば パ ー
テ ー シ ョ ン な ど が 設 置 さ れ て い る 室 内 に 比 べ て 無 線 伝 送 通 信 の 性 能 を 向 上 で き る 場 合 が 多
く 、 室 内 か ら の 他 の 電 波 の 影 響 が 少 な く な り 、 安 定 し た 無 線 伝 送 通 信 が で き る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 ま た 、 図 ９ お よ び 図 １ ０ に 照 明 装 置 12aの 構 成 を 示 す 。 こ の 照 明 装 置 12aは 、 例 え ば 直 管
形 蛍 光 ラ ン プ を 使 用 す る 照 明 器 具 で 、 天 井 板 51に 埋 め 込 み 設 置 さ れ る 器 具 本 体 61を 有 し 、
こ の 器 具 本 体 61に は 、 天 井 裏 空 間 52に 配 線 さ れ て い る 商 用 電 源 を 供 給 す る 電 源 線 62（ 図 ９
(b)に は 送 り 配 線 も 含 め て ２ 本 を 示 す ） を 器 具 本 体 61内 に 引 き 込 む 配 線 孔 63が 設 け ら れ 、
器 具 本 体 61内 に 引 き 込 ま れ た 電 源 線 62が 端 子 台 64に 接 続 さ れ 、 こ の 端 子 台 64に 配 線 65を 介
し て イ ン バ ー タ 点 灯 装 置 66の 電 源 入 力 側 が 接 続 さ れ 、 こ の イ ン バ ー タ 点 灯 装 置 66の 各 出 力
側 に 配 線 67を 介 し て 一 対 の ラ ン プ ソ ケ ッ ト 68が 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 器 具 本 体 61の イ ン バ ー タ 点 灯 装 置 66の 出 力 側 か ら 離 れ た 位 置 に は 従 局 15の 無 線 ユ ニ ッ ト
30が 取 り 付 け ら れ 、 こ の 無 線 ユ ニ ッ ト 30の 調 光 信 号 を 出 力 す る 出 力 側 が 配 線 69を 介 し て イ
ン バ ー タ 点 灯 装 置 66の 信 号 入 力 側 に 接 続 さ れ て い る 。 無 線 ユ ニ ッ ト 30を イ ン バ ー タ 点 灯 装
置 66の 出 力 側 か ら 離 れ た 位 置 に 配 置 す る こ と に よ り 、 イ ン バ ー タ 点 灯 装 置 66が 発 生 す る 熱
の 影 響 を 無 線 ユ ニ ッ ト 30が 受 け る の を 少 な く で き る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 器 具 本 体 61の 天 井 裏 空 間 52に 配 置 さ れ る 上 面 に は ア ン テ ナ 35を 着 脱 可 能 に 接 続 す る ア ン
テ ナ コ ネ ク タ 70が 無 線 ユ ニ ッ ト 30の 近 傍 位 置 に 突 設 さ れ 、 こ の ア ン テ ナ コ ネ ク タ 70と 無 線
ユ ニ ッ ト 30と が 配 線 71で 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 ア ン テ ナ 35は 、 直 接 設 置 用 ア ン テ ナ 35aと 、 延 長 設 置 用 ア ン テ ナ 35bと の い ず れ か が 選 択
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的 に 用 い ら れ る 。 直 接 設 置 用 ア ン テ ナ 35aは 、 ア ン テ ナ 本 体 72、 お よ び ア ン テ ナ コ ネ ク タ 7
0に 直 結 さ れ て 接 続 さ れ る コ ネ ク タ 73を 有 し て い る 。 延 長 設 置 用 ア ン テ ナ 35bは 、 ア ン テ ナ
本 体 72、 コ ネ ク タ 73、 お よ び こ れ ら ア ン テ ナ 本 体 72と コ ネ ク タ 73と を 接 続 す る 同 軸 ケ ー ブ
ル な ど の 延 長 ケ ー ブ ル 74を 有 し て い る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 例 え ば 、 図 １ ０ (a)に 示 す よ う に 、 天 井 裏 空 間 52に お け る 照 明 装 置 12aの 設 置 場 所 に 障 害
物 な ど が な い 通 常 の 場 合 に は 、 直 接 設 置 用 ア ン テ ナ 35aが 用 い ら れ る 。 ま た 、 図 １ ０ (b)に
示 す よ う に 、 天 井 裏 空 間 52に お け る 照 明 装 置 12aの 設 置 場 所 に 障 害 物 75が あ る 場 合 で あ っ
て 、 無 線 伝 送 通 信 の 障 害 と な る 場 合 、 照 明 装 置 12aに 直 接 設 置 用 ア ン テ ナ 35aを 直 接 設 置 で
き な い 場 合 に は 、 延 長 設 置 用 ア ン テ ナ 35bが 用 い ら れ 、 ア ン テ ナ 本 体 72が 電 波 状 況 の よ い
場 所 や 障 害 物 75を 回 避 で き る 場 所 に 設 置 す る 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 こ の よ う に 、 天 井 裏 空 間 52に 無 線 伝 送 通 信 の 障 害 と な る 障 害 物 75や 従 局 15側 へ の 直 接 設
置 用 ア ン テ ナ 35aの 直 接 設 置 が 困 難 な 障 害 物 75が あ る 場 合 で も 、 延 長 設 置 用 ア ン テ ナ 35bを
用 い る こ と が で き る た め 、 延 長 ケ ー ブ ル 74を 介 し て ア ン テ ナ 本 体 72を 電 波 状 況 の よ い 場 所
や 障 害 物 75を 回 避 で き る 場 所 に 設 置 で き る 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
　 ま た 、 図 １ １ お よ び 図 １ ２ に セ ン サ 装 置 12bの 構 成 を 示 す 。 こ の セ ン サ 装 置 12bは 、 例 え
ば 照 明 空 間 の 明 る さ を 検 知 す る 光 強 度 検 知 セ ン サ や 人 体 を 検 知 す る 人 体 検 知 セ ン サ で 、 天
井 板 51に 埋 め 込 み 設 置 さ れ る セ ン サ 本 体 81を 有 し 、 こ の セ ン サ 本 体 81内 に は 従 局 15の 無 線
ユ ニ ッ ト 30が 収 容 さ れ 、 器 具 本 体 61の 天 井 裏 空 間 52に 配 置 さ れ る 上 面 に は ア ン テ ナ 35を 着
脱 可 能 に 接 続 す る ア ン テ ナ コ ネ ク タ 70が 突 設 さ れ 、 こ の ア ン テ ナ コ ネ ク タ 70と 無 線 ユ ニ ッ
ト 30と が 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 ア ン テ ナ 35は 、 照 明 装 置 12aと 共 通 の 直 接 設 置 用 ア ン テ ナ 35aと 延 長 設 置 用 ア ン テ ナ 35b
と の い ず れ か が 選 択 的 に 用 い ら れ る 。 こ の 場 合 に も 、 例 え ば 、 図 １ ２ (a)に 示 す よ う に 、
天 井 裏 空 間 52に お け る セ ン サ 装 置 12bの 設 置 場 所 に 障 害 物 な ど が な い 通 常 の 場 合 に は 、 直
接 設 置 用 ア ン テ ナ 35aが 用 い ら れ る 。 ま た 、 図 １ ２ (b)に 示 す よ う に 、 天 井 裏 空 間 52に お け
る セ ン サ 装 置 12bの 設 置 場 所 に 障 害 物 75が あ る 場 合 で あ っ て 、 無 線 伝 送 通 信 の 障 害 と な る
場 合 、 セ ン サ 装 置 12bに 直 接 設 置 用 ア ン テ ナ 35aを 直 接 設 置 で き な い 場 合 に は 、 延 長 設 置 用
ア ン テ ナ 35bが 用 い ら れ 、 ア ン テ ナ 本 体 72が 電 波 状 況 の よ い 場 所 や 障 害 物 75を 回 避 で き る
場 所 に 設 置 す る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 こ の よ う に 、 天 井 裏 空 間 52に 無 線 伝 送 通 信 の 障 害 と な る 障 害 物 75や 従 局 15側 へ の 直 接 設
置 用 ア ン テ ナ 35aの 直 接 設 置 が 困 難 な 障 害 物 75が あ る 場 合 で も 、 延 長 設 置 用 ア ン テ ナ 35bを
用 い る こ と が で き る た め 、 延 長 ケ ー ブ ル 74を 介 し て ア ン テ ナ 本 体 72を 電 波 状 況 の よ い 場 所
や 障 害 物 75を 回 避 で き る 場 所 に 設 置 で き る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 な お 、 延 長 設 置 用 ア ン テ ナ 35bを 用 い る 場 合 、 ア ン テ ナ 本 体 72を 天 井 構 造 物 な ど に 下 向
き に 取 り 付 け て も よ い 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 ま た 、 図 １ ３ に 照 明 装 置 12aの 他 の 例 の 構 成 を 示 す 。 ア ン テ ナ 35と し て 延 長 設 置 用 ア ン
テ ナ 35bの み を 用 い る 照 明 装 置 12aで あ り 、 こ の 照 明 装 置 12aで は 、 延 長 ケ ー ブ ル 74が 配 線
孔 63か ら 器 具 本 体 61内 に 引 き 込 ま れ て 無 線 ユ ニ ッ ト 30に 直 接 接 続 さ れ て い る 。 こ の 場 合 、
１ つ の 延 長 設 置 用 ア ン テ ナ 35bで 、 障 害 物 75の な い 場 合 と あ る 場 合 と に 対 応 で き 、 共 通 化
で き 、 ま た 、 配 線 孔 63の 近 傍 に 無 線 ユ ニ ッ ト 30を 配 置 し 、 配 線 孔 63に 延 長 ケ ー ブ ル 74を 通
す こ と に よ り 、 既 存 の 照 明 器 具 の 構 造 を 利 用 で き る 。 な お 、 こ の 構 成 は 、 セ ン サ 装 置 12b
に も 適 用 で き る 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 な お 、 直 接 設 置 用 ア ン テ ナ 35aや 延 長 設 置 用 ア ン テ ナ 35bの 構 成 は 、 主 局 14の ア ン テ ナ 26
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に も 同 様 に 適 用 で き る 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 ま た 、 負 荷 制 御 シ ス テ ム 11に お い て 、 主 操 作 盤 13を 用 い る こ と に よ り 、 こ の 主 操 作 盤 13
で 複 数 の 主 局 14を 通 じ て 複 数 の 従 局 15を 集 中 制 御 で き る が 、 主 操 作 盤 13を 用 い ず 、 各 主 局
14で 複 数 の 従 局 15を 集 中 制 御 し て も よ い 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
　 ま た 、 負 荷 制 御 シ ス テ ム 11の 負 荷 と し て は 、 照 明 装 置 12aに 限 ら ず 、 空 調 機 器 、 換 気 扇
、 ブ ラ イ ン ド な ど に も 適 用 で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ７ ７ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 を 示 す 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 主 局 と 従 局 と の リ ン ク 接 続 関 係
を 説 明 す る 構 成 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 同 上 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 全 体 構 成 の 構 成 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 同 上 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 主 局 の ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 同 上 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 従 局 の ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 同 上 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 主 操 作 盤 の 初 期 動 作 の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ６ 】 同 上 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 主 局 の 初 期 動 作 の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ７ 】 同 上 負 荷 制 御 シ ス テ ム の リ ン ク 構 築 の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ８ 】 同 上 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 設 置 状 態 の 説 明 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 同 上 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 照 明 装 置 を 示 し 、 (a)は 側 面 図 、 (b)は 下 面 側 か ら 視 た 配
置 構 成 の 説 明 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 同 上 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 照 明 装 置 の 設 置 状 態 を 示 し 、 (a)は 通 常 の 場 合 の 側 面
図 、 (b)は 障 害 物 が あ る 場 合 の 側 面 図 で あ る 。
【 図 １ １ 】 同 上 負 荷 制 御 シ ス テ ム の セ ン サ 装 置 の 側 面 図 で あ る 。
【 図 １ ２ 】 同 上 負 荷 制 御 シ ス テ ム の セ ン サ 装 置 の 設 置 状 態 を 示 し 、 (a)は 通 常 の 場 合 の 側
面 図 、 (b)は 障 害 物 が あ る 場 合 の 側 面 図 で あ る 。
【 図 １ ３ 】 同 上 負 荷 制 御 シ ス テ ム の 照 明 装 置 の 他 の 例 を 示 し 、 (a)は 側 面 図 、 (b)は 下 面 側
か ら 視 た 配 置 構 成 の 説 明 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 11　 　 負 荷 制 御 シ ス テ ム
　 12a 　 負 荷 と し て の 照 明 装 置
　 12b 　 検 知 部 と し て の セ ン サ 器 具
　 13　 　 主 操 作 盤
　 14　 　 主 局
　 15　 　 従 局
　 26　 　 ア ン テ ナ
　 35　 　 ア ン テ ナ
　 42　 　 リ ン ク 情 報 取 得 手 段
　 43　 　 通 信 経 路 指 定 手 段
　 44　 　 監 視 手 段
　 52　 　 天 井 裏 空 間
　 72　 　 ア ン テ ナ 本 体
　 74　 　 延 長 ケ ー ブ ル
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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